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老
人
医
療
費
助
成
で
は
、「
市
町
村
民
税

非
課
税
世
帯
」か
つ「
本
人
の
年
金
収
入
を

加
え
た
所
得
が
八
十
万
円
以
下
」の
か
た
の

み
が
助
成
の
対
象
に
な
り
ま
す
。た
だ
し
、

経
過
措
置
と
し
て
、平
成
二
十
三
年
六
月
ま

で「
市
町
村
民
税
非
課
税
世
帯
」の
か
た
は

助
成
の
対
象
に
な
り
ま
す
。

　

こ
の
こ
と
に
よ
り
、こ
れ
ま
で
の
一
般
区

分
は
廃
止
さ
れ
、助
成
の
対
象
外
に
な
り
ま

す
の
で
、現
在
、一
般
区
分
の
か
た（
受
給
者

証
の
一
部
負
担
金
の
割
合
が
二
割
負
担
、外

来
が
一
万
二
千
円
ま
で
、入
院
が
四
万
四
千

四
百
円
ま
で
と
な
っ
て
い
る
か
た
）は
、収

入
や
所
得
控
除
額
・
世
帯
構

成
な
ど
の
条
件
に
変
動
が
な

け
れ
ば
、今
年
七
月
以
降
、老

人
医
療
費
助
成
の
受
給
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
。

　

現
在
、低
所
得
区
分
２
の

か
た（
受
給
者
証
の
一
部
負

担
金
の
割
合
が
二
割
負
担
、

外
来
が
八
千
円
ま
で
、入
院

が
二
万
四
千
六
百
円
ま
で
と

な
っ
て
い
る
か
た
）の
一
部

も
、平
成
二
十
三
年
七
月
以

降
、老
人
医
療
費
助
成
の
受

給
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、低
所
得
区
分
１
で

は
、対
象
の
か
た
の
範
囲
を

拡
大
し
て
い
ま
す
。

　

一
部
負
担
金
の
限
度
額
は
、

一
般
区
分
の
廃
止
に
伴
う
も

の
以
外
は
現
行
ど
お
り
で
す
。

　

現
在
、老
人
医
療
費
助
成

制
度
を
受
け
て
い
な
い
か
た

で
、新
た
に
制
度
の
対
象
に

な
る
か
た
は
、受
給
者
証
の

交
付
申
請
を
し
て
い
た
だ
く

必
要
が
あ
り
ま
す
。申
請
に

は
健
康
保
険
証
・
印
鑑
が
必

要
で
す
。さ
ら
に
、転
入
者
の

か
た
は
平
成
二
十
一
年
度
の

所
得
証
明
書
が
必
要
で
す
。

　

な
お
、現
在
、老
人
医
療
費

助
成
制
度
を
受
け
て
い
る
か

た
に
は
、今
年
六
月
下
旬
に
新

し
い
受
給
者
証
、受
給
資
格
更
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母
子
家
庭
等
医
療
費
助
成
で
は
、
低
所
得
区
分
の
対

象
の
か
た
の
範
囲
を
拡
大
し
ま
す
。
一
部
負
担
金
の
限

度
額
の
見
直
し
で
は
、
一
般
区
分
の
か
た
が
医
療
機
関

等
で
支
払
う
一
部
負
担
額
が
一
回
五
百
円
か
ら
六
百
円

に
見
直
し
さ
れ
る
な
ど
の
改
正
が
行
わ
れ
ま
す
。

�
�
�
�

新
手
続
き
に
つ
い

て
の
案
内
ま
た
は

受
給
資
格
消
滅
通

知
書
の
い
ず
れ
か

を
お
送
り
い
た
し

ま
す
の
で
、新
た
な

申
請
の
必
要
は
あ

り
ま
せ
ん
。
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